
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２４年９月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１０９号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２４年３月６日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 広島県呉市呉港広区阿賀マリノポリス公共岸壁 

 呉港阿賀沖防波堤西灯台から真方位１８０°４６０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１３.０′ 東経１３２°３５.７′） 

事故等調査の経過  平成２４年６月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 菜穂
な ほ

、１９トン 

   ２６０－３１９８３広島、個人所有 

Ｂ 台船 ＫＳ－２、全長３６ｍ 

   不詳、冨美船舶 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

岸壁 張り出し部のコンクリートを欠損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航して呉港阿賀マリノポ

リス公共岸壁（以下「本件岸壁」という。）に至り、Ｂ船を本件岸壁に、Ａ

船をＢ船に左舷着けでそれぞれ係留中、航行船の航走波によりＢ船が動揺

した際、平成２４年３月６日０６時３０分ごろ張り出し構造となっていた

本件岸壁上端にＢ船の左舷船首部の係船柱が下から押し上げる状態で衝突

した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

なし 

あり 

 Ｂ船は本件岸壁に、Ａ船はＢ船にそれぞれ係留

中、航行船の航走波でＢ船が動揺したことによ

り、Ｂ船の左舷船首部の係船柱が本件岸壁の張り

出し部に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が本件岸壁に、Ａ船がＢ船にそれぞれ係留中、航行船の

航走波でＢ船が動揺したため、Ｂ船の左舷船首部の係船柱が本件岸壁の張

り出し部に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・台船を岸壁に係留する際には、岸壁に接触しないよう防舷材を吊り下

げること。 

 




